
保有許可一覧
令和7年1月23日現在

都道府県 業区分 許可番号
許可取得年月日
及び有効期限
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令和6年9月28日
令和13年9月27日
令和6年9月28日
令和13年9月27日
令和6年10月22日
令和13年9月18日
令和6年7月1日
令和13年6月28日
令和4年7月14日
令和11年6月8日
平成30年7月10日
令和7年7月9日
令和6年12月27日
令和13年12月26日
令和2年5月25日
令和7年5月24日
令和2年7月2日
令和7年7月1日
令和2年7月3日
令和7年7月2日
令和2年7月8日
令和7年7月7日
令和2年8月27日
令和7年8月26日
令和2年9月15日
令和7年9月14日

　◎の許可品目には、石綿含有産業廃棄物を含む。　　　　　収集運搬業には積替え保管を含まない。

　○の許可品目には、水銀含有ばいじん等を含む。

一般廃棄物処理届出受理施設

汚染土壌処理業

令和3年3月31日

令和8年3月30日

令和4年1月23日
令和9年1月22日

　※　ただし、第二工場のみ鉛及びその化合物については、土壌含有量基準値の10倍(1500mg/kg)まで認める。

● ● ◎ ◎ ● ●

◎ ●● ● ◎ ●

埼玉県 収集運搬 第01102009089号

神奈川県 収集運搬 第01402009089号 ● ◎

●

優良

優良

◎ ● ●新潟県 収集運搬 第01509009089号 ● ◎ ● ● ● ◎

● ● ● ◎ ◎ ● ●

優良

千葉県 収集運搬 第01200009089号 ○ ◎ ● ● ● ◎

◎ ● ● ● ● ●

◎ ● ●

産業廃棄物処理業

備考

東京都
処分 第1320009089号 ● ● ● ● ● 優良

収集運搬 第1300009089号 〇 ◎ ● ● ● ◎

● ● ● ● ●

●

● ◎ ●

優良

静岡県 収集運搬 第02201009089号 ● ◎ ● 優良● ● ◎ ◎ ● ●

優良● ◎● ◎

● ◎

城南島
第二工場 第01310010003号

・浄化等処理施設（浄化（抽出ー洗浄処理）・不溶化）、分別
等処理施設（異物除去・含水率調整）
カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、セレン及び
その化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、
ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物
（第二溶出量基準及び土壌含有量基準※に適合するものに
限る）

● ●山梨県 収集運搬

取扱汚染土壌

東京都

城南島
工場 第01310010001号

・浄化等処理施設（不溶化）、分別等処理施設（異物除去・
含水率調整）
六価クロム化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合
物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物
（第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものに限
る）

・浄化等処理施設（浄化（抽出ー磁力選別））
六価クロム化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化
合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物
（第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものに限
る）

第01900009089号 〇 ◎ ●

福島県 収集運搬 第00707009089号 ● ◎

◎ ● ●

栃木県 収集運搬 第00900009089号 ● ◎ ● ● ● ◎ ◎ ● ●

群馬県 収集運搬 第01000009089号 ● ◎ ● ●

長野県 収集運搬 第2009009089号 ● ◎ ● ● ● ◎

許　可　品　目

●

令和3年3月5日 コンクリートの破片その他これに類する不要物東京都 処分 ２環多廃一第３０号

◎ ● ●茨城県 収集運搬 第00801009089号 ● ◎ ● ● ● ◎

◎ ● ●



指定調査機関
平成31年2月12日
令和11年2月11日

計量証明事業登録

建設業
令和5年5月12日
令和10年5月11日

運送事業

ストックヤード運営事業者登録
国土交通省

関東地方整備局
第13000054号 令和6年2月1日 ストックヤード運営事業者

関東運輸局 関自貨第４４８号 平成14年9月19日 一般貨物自動車運送事業

環境省 ２０１９－３－０００１ 調査対象：全国

東京都計量検定所 第１３９８号 平成29年1月5日 濃度（水又は土壌中の物質の濃度）

（特－5）第22651号
土木工事業、　舗装工事業、　とび･土工工事業
水道施設工事業、　造園工事業、　解体工事業

国土交通大臣許可


